
生きる権利 守られる権利

参加する権利育つ権利

新発田市は、未来を担うこどもたちが、地域に愛着と誇りをもち、
夢や希望に向かって生きていくことができるよう、こどもの権利が尊重され、

「こどもにやさしいまち」をつくるため、「新発田市こども基本条例」を制定するものです。

　この条例には、すべてのこどもの健やかな育ちと幸せへの願いが込められています。
その実現には、こどもを支え、育てる大人もまた幸せであることが求められます。
　新発田市こども基本条例は、こどもも大人も一人の人間として尊重され、こどもたち
が自分らしく生き生きと健やかに成長できる新発田市を目指すものです。

　「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」は、世界中のこどもが持っている権利と
その権利を守るために国や自治体、保護者、先生などの大人がすべきことを定めています。

すべての人に大切にされ、
衣食住に不自由しない
生活を送ること

　こどもの発達と成長のためには、守り支える大人が必要です。こどもが安心できる環境と、
さまざまな経験ができる機会をつくることは、大人の大切な役割です。

1

教 育を受け、
休んだり遊んだりできること

　こどもの心や体を傷つけない。こどもの小さな変化
を見逃さないように注意することが大切です。

　こどもとたくさん話をして、こどもが何をやりたいの
かを知ることが必要です。他の子と比較するのでは
なく、一人ひとりの個性として尊重しましょう。

2

3

自分の考えや
意見を自由に言えること

4

　こどもは、大人と同じように人格をもった一人
の人間として尊重されなければなりません。

　こどもの「やってみたい」を否定せず、こどもの
年齢や成長に応じて話をじっくり聞き、こども
の意思を尊重することが大切です。

病 気やけがをしたら、
治療を受けられること

いじめや体罰から
守られること

暴 力を受けることや
虐待から守られること

考えや信じること、
自由が守られ、
自分らしく成長すること

地 域や社会の活動に
参加できること

こども課子育て支援係（　　28-9232）問 TEL

関 機連 関 一 覧
（問合せ）

担当所属 係　名 電　話 所在地 備　考

市民生活課
窓口係

28-9100

中央町3-3-3

ヨリネスしばた1階市民生活係

環境衛生課 資源リサイクル係 28-9115

健康推進課
保健予防係 28-9210

ヨリネスしばた2階

地域保健第1・2係 28-9213

社会福祉課

障がい支援企画係 28-9223

障がい福祉係 28-9251

ひとり親家庭支援係 28-9222

障がい者基幹相談支援センター 20-3050 住吉町1-7-17 新発田市ふれあい
福祉センター内

こども課

こども入園係 28-9230

中央町3-3-3 ヨリネスしばた2階

こども施設係 28-9231

子育て支援係 28-9232

ファミリー・サポート・センター 24-1937

こども家庭センター
こども家庭相談係
（サテライト事務所）

26-3257

こども家庭センター
健やか育児支援係 28-0415 乙次26-2 豊浦地区公民館内

こども発達相談室 26-3359 住吉町1-7-17 猿橋コミュニティ
センター2階

保険年金課

国保賦課係 28-9310

中央町3-3-3
ヨリネスしばた3階国保給付係 28-9311

高齢者医療・年金係 28-9312

スポーツ推進課 スポーツ推進係 28-9660 ヨリネスしばた6階

豊浦支所 住民福祉係 22-6777
乙次281-2

豊浦庁舎1階

学校教育課 22-9532 豊浦庁舎2階

紫雲寺支所 住民福祉係 41-3112 真野原外3331-5 健康プラザしうんじ内

加治川支所 住民福祉係 33-3102 住田510 加治川庁舎1階

中央図書館 22-2418
諏訪町1-2-12

イクネスしばた

新発田駅前複合施設 こどもセンター係 28-9952 イクネスしばた2階

青少年健全育成センター・児童センター 26-0897 緑町2-6-36 本丸中学校隣

児童運動センター「ユウネスしばた」 20-7392 住吉町1-7-17 猿橋コミュニティ
センター隣

維持管理課 公園係 28-7099 中央町5-2-13 地域整備庁舎2階
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株式会社サイネックス
東京本部
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3
TEL.03-3265-6541(代表)

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

株式会社サイネックス
新潟支店
〒950-0084
新潟県新潟市中央区明石2-2-20
TEL.025-243-5673

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

サイネックスHP新発田市HP

掲載している広告は、令和8年2月現在の情報です。
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